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上田市内

会者は、 老
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市民の動き

( 8月1日現M

車念人口 113，641人 (十 42)

男 55，254人 (ー 14)

女 58，387人 (+56) 

世帯数 34，648i並借 (ー 50)

( )内は前月比です

|厚生年金

勤めに出て

----と 忠、 って

また、退職 n，~

これまでに

金など公的王手

る人ヵ、.P{:tJrlし

年金内JtfJr~u を
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水洗化で快適な生活を

く第22回全国下水道促進デー9月10日〉

上
田
市
の
下
水
道
は
、
昭
和
四
十
七

年
に
供
用
を
開
始
し
て
以
来
、
今
年
で

ち
ょ
う
ど
十
年
と
な
り
ま
し
た
。

下
水
道
は
快
適
な
生
活
環
境
を
作
り
、

ま
た
河
川
の
水
質
汚
濁
を
防
止
す
る
う

え
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
施
設
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
普
及
が
大
変
遅
れ
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。
そ
こ

で
、
下
水
道

に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

h
w
、

軒
w
Uル
1
0九
R
円

lT
n目
!争
、
司
l
b
t
岡田
τ
1
&れ
首
位

寸
J
1でに
引
噌
引
引
引

心
部
は
完
了
し、

第
二
期
工
事
の
市
街

地
の
東
部
・
西
部
と
卸
団
地

の
笠
備
も

ほ
ぼ
完
了
し
ま
し
た
。
そ
し
て
昨
年
か

河
川
に
流
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
、
大
雨
の
と
き
に
上
流
か
ら
下

水
道

へ
多
泣
め
雨
水
が
流
し
込
ま
れ
ま

す
と
管
が

い
っ
ぱ

い
に
な
り
、
下
流
の

えつ広報

促
進
デ
|
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
上
田

市
で
も
、
こ

の
日
を
中
心
に
下
水
道
の

普
及
促
進
に
関
す
る
い

ろ
い
ろ
な
行
事

を
行
い
ま
す
。

下
水
道
は

正
し
く
使
お
う

下水道浄化センターの沈砂池で、係員の説明を聞く市内小学生

上田市公共下水道事業平面図

上
田
市
の
下
水
道
は
分
流
式
と
い
い
、

耐山

1
b
v味
古
代

h
H
L
HH
臨

F
a
i
L肘

使
用
で
き
る
地
域
を
公
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
告
示
が
さ
れ
る
と
、
雑
排
水
お
よ

び
し
尿
浄
化
槽
の
切
り
替
え
工
事
は
条

例
に
よ
り
六
か
月
以
内
に、

く
み
取
り

水
洗
化
工
事
は

指
定
工
事
庖

へ



し
か
し
、
そ
の
普
及
が
大
変
遅
れ
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。
そ
こ
で
、
下
水
道

に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
、
毎
年
九
月
十
日
を
「
全
国
下
水
道

正
し
く
使
お
う

上
田
市
の
下
水
道
は
分
流
式
と
い
い
、

汚
水
は
下
水
場
坦
へ
雨
水
は
ゆ
直
助
的
側
聞
準悔や

あ 8701; 

の
た
め
、

し人
闘
の
と
き
に
上
流
か
ら
下

水
必
P

多
川
の
耐
水
か
流
し
込
ま
れ
ま

す
と
甘
か
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
下
流
の

マ
ノ
庁
|
ル
ゃ
ん
家
庭
用
の
排
水
ま
す
か
ら

汚
水
が
辺
流
し
て
あ
ふ
れ
て
し
ま
い

、

大
変
迷
議
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

下
水
道
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、
雨

水
を
下
水
道
の
排
水
ま
す
や
道
路
上
の

マ
ン
ホ
ー
ル

へ
流
し
込
む
よ
う
な
こ
と

は
、
絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

排
水
設
備
工
事
資
金

三
十
五
万
円
ま
で
融
資

f三え

各
自
治
会
で
は
、
水
洗
化
工
事
に
必

要
な
資
金
を
爪
金
す
る
柏
立
組
合
を
設

立
し
て
い
ま
す
。

こ
の
組
合
に
加
入
さ

れ
て
い
る
皆
さ
ん
は
、
工
事
の
と
き
に

融
資
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
今
ま
で
限
度

額
が
二
十
五
万
円
で
し
た
が
、
九
月
一

日
か
ら
三
十
五
万
円
と
な
り
ま
す
。
返

済
は
六
十
か
月
元
金
均
等
で
、

利
息
は

今
ま
で
ど
お
り
八
%
の
う
ち
三

・
二
五

%
を
市
で
利
子
補
給
し
ま
す
の
で
、
本

人
負
担
は
凹

・
七
五
%
で
す
。
低
利
で

す
の
で
ご
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

つ一(3)一一一一 昭和57年 9月 1日 広報

第
三
期
区
域

一
部
供
用
開
始

市
で
は
、
昭
和
四
十
二
年
に
公
共
下

水
道
事
業
に
着
手
し
て
以
来
、
市
街
地

を
中
心
に
順
次
鐙
備
を
進
め
て
き
ま
し

心
部
は
完
了
し
、
第
二
期
工
事
の
市
街

地
の
東
部
・
西
部
と
卸
団
地
の
坐
備
も

は
ほ
完
了
し
ま
し
た
。
そ
し
て
昨
年
か

ら
第
三
期
工
事
に
着
手
し
ま
し
た
。
今

年
は
、
秋
和
地
区
の
一

部
で
下
水
道
が

使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
年
も
秋
和
地
区
を
中
心
に
工
事
を

し
て
い
き
ま
す
。
工
事
中
は
何
か
と
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
皆
さ
ん
の

御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

水
洗
化
普
及
率

八
五
・

O
%

現
在
、
下
水
道
を
使
用
で
き
る
家
庭

は
七
千
百
六
十
四
戸
で
、
こ
の
う
ち
六

千
八
十
八
戸
の
家
庭
が
下
水
道
を
利
用

し
て
い
ま
す
の
で
、
普
及
率
は
八
五

-

O
%
に
な
り
ま
す
。
普
及
率
は
年
々
向

上
し
て
い
ま
す
が
、
新
た
に
使
用
で
き

る
よ
う
に
な
る
家
庭
も
年
々
増
加
し
て

い
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
向
上
し
ま
せ

ん
。
下
水
道
を
使
用
で
き
る
地
域
で
ま

だ
水
洗
化
き
れ
て
い
な
い
家
庭
は
、
一

日
も
早
く
水
洗
化
き
れ
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

雑
排
水
は
六
か
月
以
内

便
所
は
三
か
月
以
内
に

下
水
道
本
管
が
布
設
さ
れ
使
用
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
、
市
で
は
供
用
開
始

の
告
示
と
い
っ
て
毎
年
七
月
一
日
に
、

こ
の
告
示
が
さ
れ
る
と
、
雑
排
水
お
よ

び
し
尿
浄
化
槽
の
切
り
替
え
工
事
は
条

例
に
よ
り
六
か
月
以
内
に
、
く
み
取
り

便
所
の
水
洗
化
は
下
水
道
法
で
三
年
以

内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

市
内
の
河
川
は
、
下
水
道
の
普
及
と

と
も
に
浄
化
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
皆

さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
、
昔
の
よ
う
な

澄
ん
だ
川
を
取
り
も
ど
し
ま
し
ょ
う
。

市
で
は
、
少
し
で
も
早
く
皆
き
ん
に

水
洗
化
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
下
水
道

普
及
専
門
相
談
員
を
置
い
て
、
水
洗
化

に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
相
談
に
応
じ
て

い
ま
す
。
借
地
、
借
家
問
題
な
ど
何
で

も
お
気
軽
に
御
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
先
・
:
下
水
道
課
宮
⑫

4
1
0
0
内

水
洗
化
工
事
は

指
定
工
事
庖
へ

市
で
は
、
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
水
洗

化
工
事
を
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
下
水

道
指
定
工
事
庖
を
決
め
、
責
任
を
持
っ

て
工
事
を
し
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
指
定
工
事

庖
以
外
は
工
事
が
で
き
ま
せ
ん
。

指
定
工
事
庖
に
工
事
を
依
頼
し
ま
す

と
見
積
、
施
行
、
使
用
開
始
届
な
ど
の

諸
手
続
き
を
代
行
し
、
責
任
あ
る
工
事

を
行
い
ま
す
。
現
在
、
市
で
は
左
表
の

と
お
り
二
十
七
底
を
指
定
し
て
い
ま
す
。

県民手帳(58年版)を予約受付中

〈企画調整課統計係官⑫4100内線619>

毎年、皆さんに親しまれ、ご愛用いただいている

県民手帳58年版の予約受付を始めまし た。 身近な情

報、役立つパートナーとしての県民手帳は、苦きや

すく、見やすい大型版です。

頒 価一....一冊300円

配 布…・・・12月上旬

予約締切日… 9月25日仕)

工 事 居 名 住 所 電 話

株式会社宮島鉄工所 天神 2- 2- 3 。2)2655 
株式会社宮下組 踏入 2- 1 -17 。2)0271 
合資会社石井設備工業 天神 2- 3 -12 (22) 0302 

株式会社 工 藤 商 会 下之郷294- 5 (38) 6956 

有限会社団丸工務庖 常磐城 6-11-13 (22) 3412 

上野設 備株式会社 中央北 2- 1-20 (22) 8022 

有限会社 大屋設備工業 大屋236-20 (3~ 0217 

株式会社 昭 和 設 備 工 業 中央 2-22-16 (24) 3911 

株 式会社 信 和 常磐城 3-13-17 白4)3310 

唐 沢設備工業 住吉1577 (24) 2602 

トキワギ水道工事庖 常磐城 6- 9 -10 白2)1343 

中 央設備工業 常田 2-22-32 (22) 2853 

右 j頼 設 {蒲 林之郷331 (22) 3741 

株式 会 社 川 上 商 会 大手 2-4 -48 。2)0858 
春原 建設株式会社 住吉1767 (22)7018 

日本ガス水道株式会社 天神 4-28一7 。カ4434

長野プロパンガス株式会社 国分542 。2)5518 
本州管 工 株 式 会 社 若久保1543-4 (35) 1054 

有限会社中村商会 天神 1-6-6 。2)0941 
株式会社 城 南 方、ス設備 上田原435 白2)5123

二L 一 設 イ碕 秋和882- 3 凶6593

三 栄工 業有限会社 中央東 1-13 (24) 1256 

ヰヒ 原 号員瓦1¥. f荷 緑が丘 2-6 -21 。4)1797 

株式会社トーワ管工 住吉59-2 白力6249

有限会社宮之上設備 芳田1040 (24)0486 

堀設備株式会社 古里42-5 (24) 0521 

有限会社兵団設備 住吉689 (22) 0102 

上田市下水道指定工事庖一覧表
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暴力追放運動を強力に推進

えつ広報

五
月
下
旬
、
市
内
で
暴
力
団
の
抗
争

事
件
が
発
生
し
、
住
民
の
平
和
な
生
活

が
脅
か
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
件
を
契

機
と
し
て
暴
力
追
放
の
意
識
が
高
ま
り
、

上
回
答
察
署
管
内
の
各
種
団
体
の
関
係

者
な
ど
二
千
余
人
の
市
民
の
皆
さ
ん
が

参
加
し
て
、

六
月
十
一
日
、
上
田
市
民

会
館
で
「
暴
力
追
放
住
民
総
決
起
大
会
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
大
会
で
は
妹
力

追
放
宣
言
を
決
議
し
、
器
力
団
の
対
応

緋
爪

rL円
つ
い
ィ
ー
、
沈
降
刊
附

1
レ
ふ
且
1
し
わ
九
。

ま追民放株よ
し放ー推力り
ょの人進追強
う運一本放力
。動人部会に
をが」議推
制勇を」進
気気組とす
よを織「る r_ AI・J し bて': 岬

ふせ主古 Z6月;1目、上田市民会館で「暴力追放住民総決起大会」が聞かれました。

けてし市「
て、た株上
い株。力団

き力住追市

上
田
市
暴
力
追
放
会
議

「
上
岡
市
川
事
力
追
版
会
議
」
は
、
暴

力
追
放
計
画
の
樹
立
、
検
討

t
e
k植
を

「と、 普良な人たち

L

、

、

力

す

か

か

た

民

決

ら

勺

ま

、

解

あ

治

、

て

を

も

市

れ

方

ざ

に

い

き

一

こ

性

作

求

の

ぎ

女

。

く

要

そ

い

J-a
、
ー一

F

、
-r

、

r， 

上田市暴力追放会議構成員名簿

ij;~ γ‘ ij;& 

I盆田 J~ 協Itil人吉1:長

浦里政協frni人部長

57年度

1'， 仲
山
叫

M
H勾

川西商工会長

上小工場事業所|坊犯協会長

上回料理飲食組合長

t回接客業|坊犯組合長

上回市観光協会長

~I)所 1品泉観光協会長

上回旅館組合長

別所1品泉旅館組合長信州大学繊キ11学部長

上国市議会総務文教委ri長

mi:~駐車主計委μ 長
上小調理師会長

上回大衆飲食底組合長

上田市1品業委只会長

上田市学校長会長

厚生委只長

建設水道委nb::

仁田市民生委μ婦人部長

上国対人教育推進協議会長

長上[日 市 l正

面1)会長 上回市品会，.k!え
会

上回少年制導只会長

家庭文庫品r1i:-JJ会長(;，11)会長)

長野大学学生部長

員
八
十
七
名
の
皆
さ
ん
で
組
織
さ
れ
て

い
ま
す
。

七
月
二
十
三
日
、
市
役
所
で
第
一
回

の
会
識
を
聞
き
、
暴
力
追
肢
に
対
す
る

関
係
機
関
団
体
の
対
応
策
の
基
本
方
針

を
決
め
ま
し
た
。
そ
の
構
成
民
(
右
表
)

と
基
本
方
針
(
次
ペ
ー
ジ
の
上
段
表
)
は

表
の
と
お
り
で
す
。

(学足並経験者)

上田市助役

上回市議会副1)議長

上
田
市
暴
力
追
放

批
准
洗
足
す
品
十
郎
附

被与を受けたとき

めごとに・リ)lljを

上回社交事業組合長

上小遊技場組合長

長野県興行組合上田部会

上国交通安全協会長

上小給油所|リJ犯協会長

上小ハイヤー防犯協会長

上田市農業協同組合伝

上田市自治会必合会長

上団地区保辺司会長

上田市民生児賀会民会長
長野県宅地建物取引業協会

七小支部長

上回食堂協同組合長

下道飲食庖組合長

f.fし商組合上小支部長

上回商工会議所婦人部長

七回往設業協会長

上回!?年会議所JlIl ' ) ~i*

上田市百年団体迎絡協議会長

上小少年友の会会長

上田市P.T.A迎合会長

上小労働者悩祉協議会長(;，11))

上田市防犯指導u各地区会長

上小金融機関Il}J~巴協会長

f教育・消防i品l係者)

上田市教育委只長
新婦人上小文部k

上回友の会会長

上回日赤本仕Fll!と

上回市農協財人郎長

I革回段業協同組合IA
浦里牒業協同組合長

上田市ff少年健全育成会
i主総協ぷ会長

上回人依機，，~~以会 L<

上回行政相談n会長

国鉄 k回目沢民

上田市婦人団体述給協。轟会u
上田市述合婦人会長ほか

財人「自体l三

「
上
田
市
暴
力
追
放
会
議
」
で
決
定
し
た

計
画
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま

す。
そ
の
構
成
と
任
務
は
、
次
ぺ

l
ジ
の

下
段
表
の
と
お
り
で
す
。

@
暴
力
行
為
を
見
た
り
聞
い
た
ら

:

上
回
答
察
署
宮
⑫

3
5
6
5
へ

@
暴
力
追
放
の
ご
相
談
は
:

上
国
市
暴
力
迫
肱
推
選
本
郎

hu
h
@
4
1
0
0
内
線
2
2
7
ヘ

仁田市消防[]長

仁小I也J或広成行政組合消防長
上回商工会議所会頭

I孟回商工会長
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が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
大
会
で
は
暴
力

追
放
宣
言
を
決
議
し
、
暴
力
団
の
対
応

策
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
た
。

「上
回
市
暴
力
追
放
会
議
」
は
、
暴

力
追
放
計
画
の
樹
立
、
検
討
と
実
施
を

上
田
市
暴
力
追
放

推
進
本
部

暴力追放に対する関係機関、団体の対応策

ZE 鳳 'I~ m、対 応策

前記 1・2の場合に附i出し て、 lt.JJ[IIU内情報今
入手したときには警祭へitfJ徹する 》

1 .暴力団只には 、事務所、アパート などは石市τ
弘正 ν‘。

暴力団員にアパートな どを 貸すと 、島良な人たち
は、こわカfって{昔りなくなる 。

2. 暴力団日が関係しているよ うな女竹に もあらか じ
め判明している場合 には貸 さない。

3 暴力団貝に貸すとなかな か出てくれないばかリか

強〈要求すると法外な立返 さ料 を咲ボ され、また、
裁判jにかか った例も多数ある 。 ー

4 心の底では暴力を作1みながら、その一万て 、暴力

団に借金の取り立てを頼んだり 、い ざこざを解決す

るため暴力団を利用したりし ない。

1 .暴力団只だからとい って 、一般苦手 と特別l敏い L"
い。例えば、彼らが強い口調で暴 Jをはいたり.機

械を蹴る、叩くなどの乱』止をし ても 、無造作にノマチ

ンコ玉を出したり 、金を与えて帰ってもらっ たりな

どして、その土易をつ くること のない よヲ にする。

2 健全営業に心がけ、 営業上の弱市 を抱られないよ
うにする 。

1 借金などの取り立てに暴力団只を{止わない。

2 暴力団か ら倣資すると 言われて も、絶対に拒否す

る。またこれに関する脅迫、暴力には 、絶対屈しない前

3. 暴力団只を会社、事業場などの役輪山こI;J:参入させ

ず、彼らといかなる理由であれ会食、飲食 をしない6

4 いかなる名目であ っても、暴力団への存附(金品を

間わず)は、行わない。

5.役員はもちろん従業只等 も姿勢 を正 し、 暴力団只

に弱身を出られ恐l喝されないよ うにする。

6 暴力団は、企業の務理屋、 事件屋、 総会屋とも結

合しており、さらにあらゆる 分野に手 を伸ばしてい

るから十分注意する 。

7 暴力団が介入し、その呼び出 し、脅迫などがあっ

た場合にも、その場の，-jIだけを 考え て安易に彼らの

事務所や家に行ったりしないこ と。こんな渇合には

勇気をも って警察に届出、通報する 。

1 貸金の回収等に暴力団を利用 しな い

0ある商庖の主人が焦げついた 貸金の回収に暴力団

を利用していたとこ ろ、取り 立て たn金の代わ りI

に党せい斉11 を持ち込まれ 、 ついに 'il ~. {1.>1者とな り庖

制iはもとより 、土地、家屋までも 失うた。

2 暴力団の甘い言葉に のら ない。暴力団との交際は

しない。

3. パーなどでは、 言動に十分注意す る。

4 三ない運動に協カし ょう。

0 暴力団を恐れない。

暴力やいやがらせを見たと き、被告を受けたとき

は勇気を出して110番通報する。

0暴力団を利用しなし、。

{)'け径の取り立てや、商売上の もめご とに暴力団を

利用しない。

0暴力団に金を出さない。

暴力団が用心仰や、ゲーム機械のリ ース を申し込

んできても、弱気をも って拒否する 。

実施事項、対応 策

1 .市町村を中心に地域ぐるみによる暴力追放の公速

を盛り上げ、そのための方策として「暴力追放」の

決議宣言などを行うほか、暴力を排除して平和な生 11下宿、アノマート、

活を守る見地から広〈地域住民の総意を結集し、関 11貸事務所業者など

係機関・団体等の辿携を密にし、総合的かつ効果的

な運動をfi'j僅的にすすめる 。

0 地区関係機関団 I2 区、町内会などを通じ、一般家庭に対する啓放運

体 l 動を強化し、特に市の広報紙・有線放送を活用して

暴力追放の広報活動を促進する 。

3. ~暴力追放の立石板・横断~'f=・チラシなどを作成、
ぬ出、配布する 。

4. 自治体及び防犯協会が主催する各組会議に当た っ

ては、できる限り暴力追放問題を取り上げ住民の関

心を喚起するよう配意する 。

5. 暴力団只による暴力・迷惑行為を聞知したときは、 11遊技場

勇気をもって讐察へ迅速に通報する連動を徹底する。

6 接客業者(パ一、キャバレー、スナック、喫茶底、飲

食底、遊技場、ホテル、旅館など)及びアノ事」ト、下

宿、貸事務所業者に対し暴力追放の指導を強化する。

7- 公共施設を暴力団に貸さないようにする 。

1 暴力団とつ立がりをもたないようにする 。

11金を早〈取り立てるため暴力団を利用したり、 l金融機関、工場、

庖の用心怖に ~nんだり、また、庖め遊物リースに応 1事業場など
じるなど、彼らのふところ具合をよくするための手

助けをしないようにする 。

2 暴力団の義理かけなどに応じないようにする 。

開庖祝、刑務所からの出所祝、その他冠婚葬祭主

どの名目で資金集めをしているが、これらには、絶

対応じない。

3. ~暴力団などから品物を只ったり、しめかざり、だるま
などの注文には応じることなく、きっぱり断わる 。

4 飲食代金は現金で清算するようにする 。

暴力団貝は、 1・2回はきれいな払い方をするが、

そのうちに貸してくれ、後で払うなどを口実に支払

いをしない場合が多い。

5. 各唐とも法に基づく、健全営業をする 。

時間外、飲食底の接待行為、未成年者庖用、庖缶li
での卑わいな行為など述法行為を行って暴力団貝に l一般市民

ij~ 身を縫られることのないよう i益法営業をする 。
6 通報連絡の強化

暴力団貝による暴力行為、威力業務妨害、迷議行

為などを聞知した場合は、組大もらさず勇気をも っ

て讐察に通報し、自分たちだけで暴力団貝と話しを

つけるような事はしない、見逃がさない。

旅館、ホテル、寺 I1 暴力団の義理かけに場所提供をしない。

院 | 暴力団は、資金集めや勢力誇示をするため、旅館、

ホテノレなどを使って襲名披自主や刑務所から出所した

者の放免祝をしたり、寺院において葬儀、法要など

を行おうとすることがあるが、これらの申し込みを

受けた場合には、彼らのいいなりに場所を貸すよう

なことはしなル\また、庖や寺院の名誉に f~.ðがつく
ことにもなるのできっぱり断わる 。

2 暴力団貝の宿泊、会合などに場所を提供しない。

暴力団貝が宿泊の申し込みや新年会・忘年会、そ

の他の会合の申し込みをしてきた場合には、部屋が

いっぱいであるなどの口実のもとにき っぱり断わる。
3 通報通絡め強化

関係機関、団体関係機関、団体

0上回市、東部面I
n田町、背木村

0上小防犯協会

飲食I苫業者など

@
暴
力
追
放
の
ご
相
談
は
:・

上
田
市
暴
力
追
放
推
進
本
部

含
⑫
4
1
0
0
内
線
2
2
7
へ

上田市暴力追放
推進本部組織表

本部長|助 役

副本部長|収 入 役

|教育 長

|水道事業管理者

事務局長|総務部 長

委 貝 | 財 政 部長

1 J更生部 長

|農政部 長

|商工部 長

|社 会 部 長

| 建設 部 長

l 消防部長

|教育次 k
l議 会 事 務 局 長

|邸周支所 民

上田市暴力追放推進本部任務内容

財

民

必要な予算に関すること 。

暴力追放会識の運営および自治会組織の指導ならびに防犯燈の設置指導

法律相談、市民相談窓口の活用指導および関係団体の啓蒙指導

商工部|商工業者、旅館(ホテ川業者、金融業者、遊技場および関係団体に対す

る啓蒙指導

関係団体に対する啓蒙指導

関係団体に対する啓蒙指導

建設業、不動産業等関係団体に対する啓蒙指導

必要は地域に対する パ トローJレなどの実施

関係団体に対する啓蒙指導

議会に関連する情報の収集等必要な事項

部

制i

社会部

農政部

建設部およ
ぴ水道局

消防苦~

教育委員会

議会事務局

政

生
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月

一
百
円
で
あ
な
た
の
職
場
に
共
済
制
度

上
岡
市
勤
労
者
互
助
会
に
御
加
入
を

(
労
政
課
内
上
田
市
勤
労
者
互
助
会
事
務
局

上
田
市
勤
労
者
互
助
会
は
、
中
小
企

業
や
商
庖
な
ど
に
勤
務
す
る
従
業
員
お

よ
び
そ
の
事
業
主
の
皆
さ
ん
の
福
利
増

進
を
図
り
健
全
な
生
活
と
明
る
い
職
場

づ
く
り
を
し
て
い
た
だ

こ
う
と
、
個
々

の
事
業
所
で
は
行
え
な
い
福
利
厚
生
事

業
を
上
田
市
が
中
心
に
な
っ
て
実
施
し

て
い
ま
す
。

企
業
の
進
展
と
従
業
員
の
定
着
に
役

立
て
る
と
と
も
に
、
会
員
相

E
の
親
睦

と
連
携
を
深
め
る
と
い
う
目
的
の
も
の

で
す
。
ど
う
ぞ
、
あ
な
た
の
事
業
所
で

も
こ
の
制
度
に
御
加
入
い
た
だ
き
、
共

同
の
力
で
よ
り
い
っ
そ
う
の
福
祉
の
向

上
を
図
ら
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

〈
加
入
で
き
る
人
〉

市
内
の
労
働
組
合
の
な
い
事
業
所
に

勤
労
す
る
従
業
員
と
そ
の
事
業
主
の
皆

さ
ん
(
た
だ
し
、
臨
時
や
パ

l
ト
の
皆

え

小泉さん!こ委嘱

つ

一人権擁護委員一

広報

人
権
擁
護
委
員
に
小
泉
義
雄
さ
ん
(
上

小
島

・
再
任
)
が
、
八
月
十
五
日
、
法

務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

ほ
か
に
、
次
の
十
-
名
の
皆
き
ん
が

合
(⑫

4
1
0
0
内
線

6
0
5
)

亡死ヲ。
ト
品

川
火火主

穴家屑同ので士事

偶

子

親

等
向
九

ihN
写
汁
ι

円
ノ“

さ
ん
は
入
会
で
き
ま
せ
ん
)

〈
毎
月
の
掛
金
〉

入
会
金
(
加
入
時
)
一
人
百
円
、
会

費
月
額
一
人
二
百
円

〈
入
会
の
方
法
〉

入
会
申
込
書
に
入
会
金
百
円
、
会
費

二
百
円
を
添
え
て
事
務
局
へ
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

〈
貸
付
制
度
〉

①
生
活
資
金

1
五
十
万
円
ま
で
(
無
担

保
)
、
信
用
保
証
料

0
・
七
二
%
は
全

額
補
助
し
ま
す
。

②
住
宅
資
金

I
一
千
万
円
ま
で
(
有
担

保
)
、
市
県
か
ら
三
年
間
の
利
子
補
給

が
あ
り
ま
す
。

〈
厚
生
事
業
v

①
相
染
問
、
わ
し
ば
山
荘
、
自
然
運
動

公
園
プ

l
ル
、
フ
ィ

ー
ル
ド
ア
ス
レ

チ
ッ
ク
、
上
回
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ

ー
の
無
料
利
用
券
を
差
し
上
げ
ま
す
。

②
市
町
村
共
済
組
合
「
湖
泉
荘
」
「
湯
香

里
荘
」
な
ど
の
保
養
施
設
宿
泊
利
用

者
に
、
会
員
千
円
、
家
族
五
百
円
の

補
助
を
し
ま
す
。

③
家
庭
用
医
薬
品
の
配
布
、
ス
ポ
ー
ツ

大
会
、
パ
ス
旅
行
を
実
施
し
ま
す
。

〈
共
済
事
業
〉

左
表
の
と
お
り
で
す
。

200，000 

100，000 

50，000 

200，000 

100，000 

50，000 

3，000 

4，000 

5，000 

6，000 

失

ま
す
。砥

石
種
次
さ
ん
(
緑
が
丘
一
)
、
田

口

玲
さ
ん
(
中
央
六
)
、
清
水
幹
崇
さ
ん
(
岩

門
)
、
坂
井
太
賀
美
さ
ん
(
常
国
二
)
、
坂

田
竪
こ
さ
ん
(
大
屋
)
、

小
出

一
則
さ
ん

(中
吉
田
)
飯
島
英
子
さ
ん
(
築
地
)、

朝
日
松
司
さ
ん
(
千
曲
町
)、
小
池
恭
平

さ
ん
(
手
塚
)
、
橋
詰
藤
雄
さ
ん
(
鈴
子
)
、

横
山
勇
司
さ
ん
(
仁
古
田
)

人
権
擁
護
委
員
の
皆
さ
ん
は
、
憲
法

で
保
障
さ
れ
て
い
る
国
民
の
基
本
的
人

権
、
す
な
わ
ち
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸

福
追
求
な
ど
の
権
利
が
犯
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
監
視
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
権
利
が
犯
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
救
済
の
た
め
速
や
か
に
適
切
な
処

置
を
と
る
な
ど
、
住
み
よ
い
社
会
を
つ

く
る
た
め
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

脱
百
え
ど
ー
ん
ド
D
K
R
U枇
ド

ド

知

脚

相

耐

え

C

ぃ
。

全焼、全壊

半焼、半壊

一部焼、一部壊

全 焼、 全壊 、流

半焼、半壊

一部焼、一部壊、床上浸水

休業14日以上

休業30日以上

休業90日以上

'" zκ 火市立

比/小1学校あるいは中学校へl
fのJ沈午 l入学時に 1図版り / 

銅婚 m.(結婚15年)

陶器婚十日(結婚20年)

$11 絡祝(結婚25年)

lt.珠崎悦(結婚30年)

手
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務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

ほ
か
じ
、
次
の
ト
-
名
の
皆
さ
ん
が

人
権

an革
問
委
員
:
l
J
て
活
躍
き
れ
て
い
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市民の皆さんの健康に携わる保位制作Hさん

が、 8月 1日に 51名増只され、合わせて250t，rti 
から委嘱されています。

保健宇lIi導員さんは、健康に関す る研修を'ltね

て妊産婦から赤ちゃん、子供、成 人、尚働省に

至るまで相談に応じます。 また、市の保健婦と

の干i!f，i度し役とな って活動していただいています。

お気軽に御相談ください。

保健補導員に

御相談ください

置
を
と
る
な
ど
、
住
み
よ
い
社
会
を
つ

く
る
た
め
活
動
き
れ
て
い
ま
す
の
て
、

皆
き
ん
お
気
経
に
御
相
談
く
だ
さ
い
。

持

(敬林田島)

f且自治当会名 氏 名 連絡先 守且自治当会名 氏名 連絡先 t!!.自当治会名 氏名 連絡先

踏 入 回玉時子 公22-1867 木 町 田中典子 公24一7040 新 屋 若林智慧子 公23ー1380

11 金井 江い 公22-5214 北 大手 塩川 道 公24-0277 緑が丘北 柳沢ト ミ 公22-3708

11 増田一江 公23-0816 11 大石貴美子 公22一7815 11 池田 芳伎 公22-4む
11 馬場有子 公24-2176 上川原柳町 上原ヨシ 有公24 679 99 3 11 内川 ひき 公23-12 -7491 

東
泉 町 藤原美津子 公24-6102 11 浅野美知与 公22-5751 緑が丘西 松村 公子 公27-1898

上 常国 山田秋子 公公22 74 -62 75 95 5 1 11 松島ちょ 公24-5301 11 砥石 道子 公27-6525

11 竜野仁子 公24-1488 下川原柳町 依田七五ニ子 公22-4417 城 ヰヒ 境 きくみ 公22-3874

11 宮下けさ子 公22-5668 愛宕町 岡田美喜子 公24-2662 11 宮川より 子 公23-1925

11 鈴木フク子 公24-3732 北
11 田中まさ子 公23-1680 守主 山崎 さよ 公有234 -65 04 99 8 2 

昔日
中常田 滝沢志満じ 公27-2459 上 鍛冶町 出野政子 公22一7723 諏訪形 清水 房子 公22-0721

11 石井勇子 公22-9438 鍛冶 町 若林美智子 公24-6837 11 柳沢 粂 子 公27-4867

11 山本氏代子 公22-6797 上房 山 矢ケ崎はな 公22-3460 城
11 小林 秀子 公22-2790

下常国 滝沢乗子 公23-2632 下房山 名取冨紀子 公22-0164 須 JII 手塚喜代子 有公234 -6479 028 7 

北常田 松沢ミチ子 公22-9640 音日
相11 町 柳沢房江 公22-0233 中 村 目玉 武 子 公有232 --65 01 05 6 5 

1名9 
11 池野茂子 公22-0258 新 回 横山 洋子 公23-2522 11 黒岩寿満代 公27-1350

材木 町 塚本尚江 公23-1419 11 宮原律子 公24-8292 朝日ヶ丘 武重 和子 公24-7935

11 古畑八重子 公22-8999 11 原田かの 公24-4423 下
11 藤井 ツギ 公27-0743

11 依田ゆき 公23-2040 11 中村静枝 公22-9482 三好町 中川 洋子 公27-1659

(常入東) 竹花すみ子 公22一7338 2名1 11 坂井サチエ 公22-4879 御 所 竹内美佐夫 公22-3952

南 天神 町 若林すみ子 公22-9420 11 上野けさよ 公24-6530 11 松沢かよ子 公22-4308

11 北沢はるみ 公22-2034 11 小島温美 公27-3110 11 井出 素子 公24-3490

泉 平 竹内きぬ江 公有2 4 -98 32 3 9 1I 丸山 幸子 公22-5879 11 安田晴子 公有232 -74 63 62 9 9 
南 2 -8247 2名0 

北 天 神町 赤池満知子 公22-3224 11 j兵 f具子 公24-6386 中 之条 田中とよ み 公24ー1364

11 山本すみ子 公22-2483 上紺屋 町 春原範子 公22-1764 11 中曽根美代子 公有2 2 7 9 6E90L 7 6 7 3 -41 
部

松尾 町 尾崎隆子 公22-2352 下紺屋 町 富島俊子 公22-0081 11 尾崎つる子 有公233 -244 2 

鷹匠 町 佐藤千鶴子 公22-2342 11 佐藤和美 公22-5764 千 曲 町 山崎満紀子 公24-4739

1名1 
本 町 小林と宏、よ 公22-5118 鎌 原 渡辺れい子 公22-1661 11 浦 野 京子 公27-1922

西
末 広 町 太田 和子 公23-1910 西 脇 関 せつよ 公23-0875 11 柳沢とし子 有会234 -51 63 24 3 8 

大手 町 小松文子 公22-1807 新町 須貝とい子 公23-3164 秋 手口 中 島 久子 肴公222 -8246 1831 6 2 5 土

11 市村茂子 公22-9490 諏訪部 萩原登紀江 公有222 --48 29 91 9 8 t.i 11 滝沢昌子 公有222 -88 5 1 

横 町 山崎はな枝 公23-0264 音E
生塚 山下志津子 公24-0408 上温尻 佐藤かよ子 づ1言ち222-8901394 4 

尻
中 梅野 町 菊地 宏子 公22-1378 常盤 町 安藤良江 公22-8860 11 馬 場 加子 肴づち222-9801色2737 0 7 

原 町 鈴木智子 公22-8333 11 横沢孝子 公22-8556 名6 下塩尻 中 村 房子 公肴224 -69 5 1 
央

4着、224 -4担2世4271 主主6 5 袋 町 宮本照子 公22-1629 2名1 緑が丘 向山由紀子 公27-1873 11 竹 内 あき

1名0 
馬場 町 横谷十三子 公22-1373 新屋 小林佐智子 公23-0245 上田原 小沢利子 公有232 -

田 町 田中 弘子 公22-0241 11 飯島澄子 公22-9559 川 辺町 宮本孝子
公22-ー-ー，ー75Fー79ー，72ーー6 9 ー

丸堀 町 田中すみ子 公23-0807 11 佐藤甲子女 公24-8264 11 倉沢俊子 公24

保健補導員名簿57年度

判t
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回

、-
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こ
れ
ら
は
、
ど
れ
も
刷
物
%
駿

γ
よ

る
も
の
で
、
人
間
に
も
川
じ
こ
と
で
あ

さん
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わがまち上回
① 

一新町の巻一

だえ

市
で
は
、
過
日
、
広
報
ア
ン
ケ
ー
ト

を
実
施
し
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
か
ら
お

寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
立
見
を
も
と
に
、

今
後
各
向
治
会
を
リ
レ

|
式
に
、
そ
の

自
治
会
の
話
題
や
向
悦
話
、
サ
ー
ク
ル

活
動
な
ど
を
毎
月

一
日
号
で
紹
介
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
西
部
地
区
自
治
会
迎
合
会
・

新
町
自
治
会
か
ら
、
活
発
な
活
動
を
し

て
い
る
「
新
町
老
人
ク
ラ
ブ
」
を
紹
介

し
ま
す
。

。

。

新
町
老
人
ク
ラ
ブ
(浜
村
政
行
会
長
・

会
貝
五
十
二
名
)
で
は
、

「健
康
維
持
は

体
を
動
か
す
こ
と
か
ら
」
を
合
言
葉
に
、

ゲ
ー
ト
ボ

l
ル
や
歩
け
歩
け
運
動
な
ど

活
発
な
ク
ラ
ブ
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
近
ご
ろ
行
わ
れ
た
西
部
老
人
ク
ラ

ブ
述
合
会
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
で
は
、

つー (9)一一一 昭和57年 9月1日 広報

ん
占

P皆zv 
すをど

a

な
S

取

叫

草

留

で

恥

通

…

町

叫

祝

…

み
ご
と
に
優
勝
し
ま
し
た
。

ま
た
、
奉
仕
活
動
と
し
て
地
区
内
に

い
く
つ
か
あ
る

「
ほ
こ
ら
」
周
辺
や
集

会
所
、
そ
れ
に
祝
町
通
り
(
ア
ー
ト
金

属
工
業
株
式
会
社
上
回
工
場
の
下
か
ら

坂
下
の
下
ま
で
約
二
百
幻
)
な
ど
の
清

出
作
業
を
柏
極
的
に
続
け
て
い
ま
す
。

会
員
の
皆
さ
ん
の
悩
み
は
、
心
な
い

人
が
通
り
に
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
の
空
き
缶

を
投
げ
す
て
て
い
く
こ
と
で
す
。

「
空

き
缶
は
持
ち
帰
る
か
、
く
ず
か
ご
に
入

れ
て
欲
し
い

」
と
、
散
乱
し
た
空
き
缶

を
回
収
容
器
に
入
れ
な
が
ら
、
浜
村
会

長
さ
ん
は
訴
え
て
い
ま
し
た
。

有
意
義
な
老
人
ク
ラ
ブ
の
活
動
を
通

じ
て
、

一
人
で
も
多
く
の
お
年
寄
り
が

幸
せ
で
健
康
な
生
活
を
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
れ
ば
と
、
心
か
ら
念
願
い
た
し
ま

す
。

ト:三二二lft'S-----7モ‘ r 

ガ
ン
に

な
ら
な
い
た
め
に

厚
生
省
が
、
こ
の
ほ
ど
ま
と
め
た
「
昭

和
五
十
六
年

・
人
口
動
態
の
概
況
」
に

よ
る
と
、
昭
和
五
十
六
年
に
ガ
ン
で
亡

く
な

っ
た
人
は
約
十
六
万
六
千
人
で
し

た
。

こ
れ
は
、
昭
和
二
十
六
年
以
来
、

死
因
順
位
の
第
一
位
で
あ

っ
た
脳
卒
中

に
よ
る
死
者
を
約
九
千
人
も
上
回
り
、

ガ
ン
が
初
め
て
死
因
順
位
の
ト
ッ
プ
に

な
り
ま
し
た
。

発
ガ
ン
物
質

ガ
ン
か
ら
身
を
守
る
に
は
、
今
の
と

こ
ろ
早
期
発
見
の
道
し
か
な
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
ガ
ン
の
原
因
も
数
々

の
研
究
に
よ

っ
て
少
し
ず
つ
明
ら
か
に

さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ガ
ン
の
原
因
は
、

化
学
物
質
、
放
射
線
、
ウ
ィ
ル
ス
な
ど

環
境
の
中
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

環
境
の
中
に
あ
る
発
力

ン
物
質
と
し

て
・

①
人
工
的
な
も
の
喫
煙
、
薬
剤
、
食

品
添
加
物
、
農
薬
、
大
気
、
水
、
食

品
汚
染

②
天
然
の
も
の
カ
ビ
、
緑
色
植
物
(
ワ

ラ
ビ
、
コ
ン
フ
リ
ー
、
ふ
き
の
と
う
)

が
上
げ
ら
れ
ま
す
。

〈
緑
色
植
物
〉

①
ワ
ラ
ビ
が
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

牛
が
ワ
ラ
ビ
を
食
べ
て
、
血
尿
や
血

液
の
成
分
が
異
常
と
な
る
急
性
中
毒

に
な
っ
た
と
い
う
研
究
も
あ
り
ま
す
。

ワ
ラ
ビ
は
成
熟
し
た
も
の
よ
り
も
、

若
い
食
べ
ご
ろ
の
方
が
危
険
度
が
高

い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ワ
ラ
ビ
は

十
分
ア
ク
抜
き
を
し
て
、
水
洗
い
を

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

②
ふ
き
は
全
く
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、

ふ
き
の
と
う
は
危
険
性
が
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

③
コ

ン
フ
リ

l

(ム
ラ
サ
キ
科
)
は、

奇
跡
の
薬
草
と
い
わ
れ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
肝
ガ
ン
に
な
り
や
す
い

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

〈
カ
ビ
〉

ピ
l
ナ
ツ
の
カ
ビ
や
米
の
青
い
カ
ビ
も

こ
れ
ら
は
、
ど
れ
も
動
物
実
験
に
よ

る
も
の
で
、
人
間
に
も
川
し
こ
と
て
あ

る
と
は
一言
い
き
れ
ま
せ
ん
が
、
人
間
に

も
そ
の
可
能
性
は
あ
る
と
い
う

こ
と
に

な
り
ま
す
。
今
ま
で
上
げ
た
も
の
は、

絶
対
に
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
長
い

間
た
く
さ
ん
食

べ
る
こ
と
は
、
好
ま
し

く
あ
り
ま
せ
ん
。

健
康
の
た
め
に
と
緑
色
刷
物
の
行
い

汁
を
生
で
飲
ん
で
い
る
と
い
う
話
を
故

近
聞
き
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
先
ほ
ど

上
げ
た
ワ
ラ
ビ
、
ふ
き
の
と
う
な
ど
を

入
れ
な
い
よ
う
に
す
る
注
意
も
必
要
と

思
わ
れ
ま
す
。

結
論
と
し
て

結
論
と
し
て
は
・
・
・
①
同
じ
物
を
大
量

に
、
長
期
間
続
け
て
隈
取
し
な
い
②

何
ご
と
も
偏
ら
な
い
③
バ
ラ
ン
ス
の

よ
い
食
生
活
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。こ

れ
ら
の
食
生
活
で
の
注
意
と
と
も

に
、
現
在
市
や
病
院
で
行
っ
て
い
る
問
、

婦
人
科
、
乳
房
、
肺
カ

ン
検
診
な
ど
を

す
す
ん
で
受
け
、
早
則
発
見
に
努
め
る

こ
と
は
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
大
切
な

こ
と
で
す
。

(
東
京
大
学
医
科
学
研
究

所
・
広
野
厳
教
授
の
講
演
よ
り
、
一
部

抜
粋
)
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子供は風の子太陽の子

基礎体力づく りは

乳幼児から

「
子
供
は
風
の
子
太
陽
の
子
」
と
よ

く
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
言
葉
に
は
、
子

供
は
戸
外
で
活
発
に
動
き
ま
わ
ら
な
け

れ
ば
丈
夫
に
育
つ
も
の
で
は
な
い
と
い

う
、
子
育
て
の
教
訓
が
秘
め
ら
れ
て
い

ま
す
。親

は
北
目
か
ら
子
育
て
の
中
で
、
小
魚

を
食
べ
さ
せ
て
骨
を
丈
夫
に
し
た
り
、

重
い
も
の
を
持
た
せ
て
子
供
の
足
腰
を

強
く
す
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を

こ
ら
し
て
き
i

ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近

で
は
、
親
の
子
供
に
対
す
る
期
待
感
が

変
わ
っ
て
き
た
こ
と
や
社
会
環
境

・
生

な条件

したも

い基準

の前の月

ること。

たので、

れていま

屯(免除は

てはまら

のです。

に大変な

しない

ても納め

国民年金

保険料を

恒例の「こどもまつり」での 1コマ(相撲大会)

活
様
式
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
子
供

の
基
礎
体
力
づ
く
り
に
つ
い
て
、
改
め

て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
で
で

き
て
い
ま
す
。
学
歴
社
会
な
ど
と
い
わ

れ
、
小
さ
い
と
き
か
ら
「
知
育
」
だ
け

に
気
を
と
ら
れ
が
ち
な
傾
向
が
み
ら
れ

る
の
も
、
そ
の
一
つ
で
す
。

本
来
、
子
供
は
自
然
の
い
ろ
い
ろ
な

環
境
め
中
で
、
常
に
た
く
ま
し
く
豊
か

に
育
と
う
と
す
る
も
の
で
す
。
「
意
欲

を
も
っ
て
古
円
と
う
と
す
る
子
、
こ
れ
を

助
け
る
親
」
|
|
こ
れ
が
今
も
昔
も
変

わ
ら
な
い
子
育
て
の
基
本
と
い
え
ま
し

ト歩、「ノ。体
力
つ
く
り
の
最
も
基
礎
と
な
る
乳

幼
児
期
(
お
お
む
ね

O
歳
か
ら
五
歳
)

の
子
供
を
対
象
に
、
基
礎
体
力
づ
く
り

の
基
本
的
な
考
、
ぇ
方
を
鐙
理
し
て
み
ま

し
た
。

子
供

合 の
わ個
せ 性
てに
;:b:;; 
同

て
る

基
礎
体
力
と
は
、
だ
れ
に
で
も
必
要

な
体
力
で
、
特
に
子
供
の
と
き
に
つ
ち

か
つ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
体
力

の
こ
と
で
す
。

長
い
人
生
を
生
き
続
け
る
た
め
に
必

要
な
生
命
力
は
、
乳
幼
児
期
を
中
心
と

し
た
子
供
の
と
き
の
体
力
づ
く
り
に
よ

っ
て
充
実
さ
れ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
つ

ま
り
、
生
命
力
は
体
力
と
密
接
な
関
係

に
あ
り
、
し
か
も
子
供
の
と
き
の
休
力

づ
く
り
が
そ
の
基
に
な
っ
て
い
る
と
い

、
ιふ

ま
み

1
0

好
ま
し
い
体
絡
や
体
型
を
つ
く
り
あ

げ
て
い
く
に
は
、
適
切
な
身
体
活
動
が

必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
方
法
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
が
、
大
切
な
こ
と
は
、
子
供
の
体
は

伸
び
る
時
期
に
伸
ば
す
と
と
も
に
、
子

供
に
は
個
人
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
、
伸
び
盛
り
に
タ
イ
ミ
ン

グ
を
合
わ
せ
た
体
力
づ
く
り
を
心
が
け

る
と
と
も
に
、
子
供
の
体
の
発
育
に
は

自
然
に
備
わ
っ
た
性
質
や
個
性
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
他
の
子
供
た
ち
と
同
じ
よ
う

な
画
一
的
な
発
育
を
期
待
し
な
い
で
、

子
供
の
持
っ
て
い
る
個
性
に
合
わ
せ
て

育
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

戸
外
に
出
し
て

の
び
の
び
遊
ば
せ
よ
う

子
育
て
と
い
う
と
、
設
近
で
は
、
や

や
も
す
る
と
知
育
の
み
に
気
を
と
ら
れ

が
ち
で
す
が
、
や
は
り
子
供
の
う
ち
は

積
極
的
に
戸
外
に
出
し
て
の
び
の
び
と

遊
ば
せ
、
た
く
ま
し
く
育
て
る
よ
う
に

し
た
い
も
の
で
す
。
「
健
全
な
精
神
は

健
全
な
身
体
に
宿
る
」
の
で
あ
っ
て
、

運
動
不
足
に
さ
せ
て
休
を
だ
め
に
し
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
注
意
が
必
要
で
す
。

過
保
護
に
な
り
が
ち
な
親
は
、
子
供

は
自
分
に
似
て
体
が
あ
ま
り
強
く
な
い

な
ど
と
考
、
え
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う

で
す
が
、
子
供
は
親
よ
り
も
す
ぐ
れ
た

成
長
を
す
る
も
の
で
す
。
「
視
の
甘
茶

が
毒
に
な
る
」
こ
と
の
伍
険
性
に
注
意

動物愛護週間

飼うなら最後まで…

9月20日-26日

14日

28日
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上田市内の拠出制(保険料を納める)国民年金の受 :

:給者は、老齢・母子な ど合わせて9，000人ほどになっ j

jており、老後や、子育て、の生活を支えています。 し i

かし、中には次のように年金を受けられない例も出:

:ていますので、保険料は完納したか、そのときどき :

:に必要な手続きが済んでいるか、確かめてください。

3か月の未納が、あだ、
B子さんの場合

B子さんは今年37歳。国民年金には11年前に加 入。

小学生め子供が 2人います。国民年 金に加 入後は、 1

年半ほど保険料を納めたあと 5年近い未納があり ます

が、最近 3年ほどは保険料が免除 (B子さんは、強制

加 入者)されていました。

今年の 5月、ご主人が亡くなり まし た。 18歳未満の

子供がいるので、「母子年金」を受け ることができるか、

どうかが問題となりましたが、最近の 3年聞の中に r3 

か月の未納」のあることがわかり、母子年金を受ける

国民年金の 「保障」 lま

国民年金の制度では、加入している皆さんが生活の

中で出会うさまざまなホ事故仇を考えて、右表のように、

そのときどきに応じた年金を支給して、皆さんが苦境を

のりきることができるよっ手だてが講じられています。

年金の額 (月額) 昭和56年度(今年の 7月分まで)

のそれぞれの年金額は、次のとおりです。

0老齢年金 25年間保険料を納めたとき 45，275円。

20年の納付期聞があり、 20年間保険料を納めた人

(大正10年 4月生まれ、 61歳の人の場合)39，725円

=65歳から支給の額。

0障害年金 1級56，325円。 2級45，058円。

0母子年金母子加算を含み60，058円。

0寡婦年金 夫が受けるはずの老齢年金の半額。

目減りがない そして、これらの年金の額は、年ご

との物価の上昇に合わせて増額(スライド)されるの

でJ目減りする山ということがありません。

昭和57年度でも、現在国会に出されている法律の

改正が決まると、 8月分からの年金額が4%増額さ

れることになっています。

。表の どれかにあてはまることになったら、すぐに国

民年金係においでになって、受給申請の手続きをと

るようにしてく fごさい。

つ え だ 第 870号ー

⑮ 

ことカずでき な くなって しま いま した。

国民年 金では 、母子年金を受けるために必要な条件

をい くつか決めてい ます。 B子さんの例に関係したも

のを次にあげてみま した。

(1) ご主人がなくなった月(5月)の前の一番近い基準

月=4月(基準月は 1・4 . 7・10月です)の前の月

( 3月)までの 1年聞の保険料が納まって いること。

B子きんは、この 1年 聞が免除されて いたので、

あて はま りません。

(2) 3月 までの 3年 聞が、保険料を納めたか保険料を

免除さ れた期間となっていること。

B子さんは、 3年 前から保険料が免除されていま

したが、 2年 目に「未納」の期聞が 3か月(免除は

9か月)あ りました。このため、条件に あてはまら

ず母子年金は受けられなくなってしま ったのです。

わずかの月数の未納 でも、いざというと きに大変な

結果を 引 き起こしま す。 加 入している聞は未納しない

よ うにし、もしも「生活が苦しくて、どう しても納め

られな い」ときには、放り出しにしないで、国民年金

係に御相談ください。

〈国保年金課年金係官⑫4100内線284・有線②0711>

年金の種類 年金が受けられるとき

老 齢 年 金
f65歳」になったとき(本人に支給)ーー_---ーー・・----_"‘・ー.

通算老齢年金

障害年金
病気やケガで「廃疾の状態」になったとき

(本人に支給)

母 子 年 金
夫が死亡して「母子家庭=子が18歳未満」と

なったとき(妻に支給)

父や祖父または息子が死亡して「祖母が孫」

準母子年金 を、「姉が弟妹」を「養育」する状態になった

とき(祖母、姉に支給)

遺児年金
父または母の死亡で「孤児」となったとき

(子に支給)

寡婦年金
夫が「老齢年金を受けないま ま」死亡したと

き(妻に支給)

(く わしいことは、国民年金係におたずね ください)

ヲいの♂Mネ士会保険出張相談日~唱1

2 ( 9月〕

第 1火曜日 7日

第 3火曜日 21日
食千曲川左岸地区

会場…松尾工業株式会社(川辺町)

第 2火曜日 14日

第 4火曜日 28日
女千曲川右岸地区

会場・..上回商工会議所(大手町)

0 各会場とも午前 9時~午後 3時

0 当日が「祝日」の場合は、中止になります。

佐々、世帯宙キも串宙々、~唱〆れ中局、宮小必庁、.:/f' ・

-第 870 写

え づ に
ま く あ
すりり
。が

そ し
の ヵ、

基 も
に 子
な供
つ グコ

て と
いき
る の
と 体
い 力

しが成
ま 毒 長
しにをカ
よな す
7るる
. '-- も

こグ〉

とで
のす
定
|検 「
性親
lこグ〉

注 甘
意茶
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お知らせ就
業
構
造
基
本
調
査
に

えつ

御
協
力
を

広報

企
画
調
整
課
統
計
係

官
⑫
4
1
0
0
内
線

6
1
9

6
2
0
有
線
②

0
8
3
2

十
月
一
日
現
在
で
、
全
国
一
斉
に
就

業
構
造
基
本
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
国
民
の
就
業

・
不
就
業

な
ど
の
実
態
を
詳
し
く
把
握
し
て
、
国

や
地
方
の
雇
用
に
附
す
る
政
策
を
実
行

し
て
い
く
う
え
で
必
要
な
基
礎
資
料
を

得
る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

調
査
の
た
め
市
内
で
は
、
約
三
百
八

十
世
情
が
一
定
の
方
法
に
よ
り
選
ば
れ

ま
す
。
選
ば
れ
た
世
帯
に
は
九
月
下
旬

に
、
統
計
調
代
買
の
万
が
お
伺
い
し
ま

す
の
で
、
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

戸 第 870号

PH、
訟
圏
、
h
a
h門
主
国
明
」

7
4
R
U
F
F
-王骨

世界青年友の会を通じて来日していだ西
ドイツの一行28人ガ、 8月日日に上田市を
訪れまし疋。一行は、市内の一般家庭に分
宿しながら16日まで滞在し、盆踊りに参加
したり美ケ原高原ヘ行くなど、日本の重を
楽しみまし定。

な
お
、
こ
の
調
査
は
法
律
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
個
人
や
世
帯
の

秘
密
は
完
全
に
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
あ

り
の
ま
ま
を
お
答
え
く
だ
さ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

選
挙
関
係
の

研
修
会
を
開
き
ま
す

選
挙
管
理
委
員
会

宮
⑫
4
1
0
0
内
線

5
7
1

有
線
②

0
9
0
1

今
年
は
、
明
る
い
選
挙
推
進
運
動
が

起
こ
っ
て
か
ら
三
十
周
年
を
迎
え
る
意

義
深
い
年
で
す
。
ま
た
、
来
年
に
第
十

回
統
一
地
方
選
挙
、
第
十
三
回
参
議
院

通
常
選
挙
を
控
、
ぇ
、
諸
準
備
の
年
で
も

あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
明
る
い
選
挙
へ
の
よ
り
い

③
各
部
門
と
も
小
中
学
生
、
高
校
生
は

学
校
、
学
年
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

命
作
品
は
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

日・
・・

っ
そ
う
の
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
来
る

選
挙
に
向
け
て
す
べ
て
の
有
権
者
が
一

体
と
な
っ
て
明
る
い
選
挙
推
進
運
動
を

展
開
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
研
修
会

を
聞
き
ま
す
。
参
加
希
望
者
は
、
当
日

直
接
会
場
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。

対
象
者
・
:
上
田
市
明
る
い
選
挙
推
進
委

員
、
選
挙
関
係
者
お
よ
び
一
般
有
権

者
の
皆
さ
ん

と

き

・:
九
月
十
日
掛
午
後
一
時
三
十

分
と
こ
ろ
:
・
上
田
市
役
所
六
階
会
議
室

研
修
内
容
・
:
来
年
の
統
一

地
方
選
挙
に

つ
い
て
、
政
治
活
動
に
つ
い
て
、
選

挙
啓
発
に
つ
い
て

北
小
学
校
の

プ
レ
ハ
ブ
校
舎
公
売

管
財
課
管
財
係

官
⑫
4
1
0
0
内
線

2
6
0

公
売
物
件
・
:
北
小
学
校
の
プ
レ
ハ
ブ
校

舎
一
棟
(
六
教
室
の
う
ち
五
教
室
分
)

公
売
公
告
の
場
所
:
・
市
役
所
本
庁
、
型

殿
・
塩
田
・

川
西
の
各
支
所

現
場
説
明
:
・
九
月
十
一
日
午
前
十
時
、

北
小
学
校
現
場
(
時
間
厳
守
)

競
争
入
札
・
・
九
月
十
四
日
午
前
十
時
、

市
役
所
四
階
第
一
会
議
室
(
時
間
厳

守
)

入
札
保
証
金
・
:
入
札
見
制
舗
の
百
分
の

五
の
入
札
保
証
金
を
入
札
前
に
納
入

を
大
切
に
す
る
県
民
運
動
推
進
会
議

事
務
局

入
選
・
:
募
集
の
区
分
ご
と
に
(
標
語

し
て
く
だ
さ
い
。
落
札
決
定
後
、
落

札
者
以
外
の
方
に
は
直
ち
に
保
証
金

は
還
付
し
ま
す
。

入
札
参
加
者
・
・
・
本
人
が
印
鑑
を
お
持
ち

に
な
っ
て
お
い
で
く
だ
さ
い
。
代
理

人
の
場
合
は
、
必
ず
本
人
自
筆
の
委

任
状
と
代
理
人
の
印
鑑
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

消
費
生
活
ホ

1
ム
講
座
の

受
講
生
を
募
集

生
活
環
境
課
生
活
係

官
⑫
4
1
0
0
内
線

3
0
1

長
野
県
上
回
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で

は
、
消
費
生
活
上
の
基
礎
知
識
に
つ
い

て
学
習
意
欲
が
あ
り
な
が
ら
、
い
ろ
い

ろ
な
事
情
で
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど

が
実
施
し
て
い
る
学
習
の
場
に
出
席
で

き
な
い
消
費
者
の
皆
き
ん
を
対
象
に
、

通
信
制
の
消
費
生
活
ホ

l
ム
講
座
の
受

講
生
を
募
集
し
ま
す
。

学
習
内
容
:
・
毎
日
の
消
費
生
活
を
安
全

で
正
し
く
合
理
的
に
営
む
う
え
で
必

要
な
基
礎
的
知
識
に
つ
い
て
、
わ
か

り
や
す
く
解
説
す
る
と
と
も
に
楽
し

い
も
の
と
す
る
た
め
の
工
夫
を
こ
ら

し
た
テ
キ
ス
ト
を
中
心
に
学
習
し
ま

す
。

学
習
期
間
:
・
十
月
中
旬
l
五
十
八
年
二

月
ま
で
の
約
問
か
月

応
募
資
絡
・φ

十
八
歳
以
上
で
、
消
費
生

そ
集 の 点
し他
広:
〈①
配 入
布選
す作
る品
はは
カ‘

文
省

集
資 i
t原町」
.制

活
上
の
基
礎
知
識
に
つ
い
て
学
留
意

欲
を
持
っ
て
い
る
人

応
募
期
限
・
・・
九
月
十
五
日
附

募
集
定
員
:
東
信
地
区
で
百
人

受
講
料
・
・
・
無
料

応
募
方
法
・
:
官
製
は
が
き
に
住
所
、
氏

名
、
年
齢
、
電
話
番
号
、
職
業
、
応

募
理
由
を
御
記
入
の
う
え
、

干
3
8

6

市
内
大
手
一

l
一一

l
一
六

上
田
市
役
所
生
活
環
境
課
生
活
係
ま

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

難
病
医
療

相
談
会
を
開
催

保
健
予
防
諜
保
健
相
談
室

宮
⑫
4
1
0
0
内
線

2
9
0

有
線
②

0
7
2
1

難
病
は
原
因
が
不
明
で
、
し
か
も
治

療
方
法
が
む
ず
か
し
い
た
め
、
医
療
上

た
く
さ
ん
の
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
患
者
さ
ん
や
家
庭
の
皆
さ

ん
の
精
神
的
負
担
や
病
状
が
、
少
し
で

も
軽
減
さ
れ
る
よ
う
相
談
会
を
聞
き
ま

す
。
専
門
の
医
師
に
よ
る
適
切
な
指
導
、

助
言
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
で
か
け
く

だ
さ
い
。

と
き
:
・
十
月
十
七
日
制
午
後

一
時
か

ら
三
時
ま
で

と
ニ
ろ
・
:
上
回
保
健
所

申
込
方
法
・
:
十
月
二
日
山
ま
で
に
市
役

所
保
健
予
防
諜
へ
ご
連
絡
r
だ
さ
い

9
丹
市
日

l
m月
刊
日



気
1
五
十
八
年
二

月
ま
で
の
約
四
か
月

応
募
資
格
:
十
八
歳
以
上
で
、
消
費
生

ぃ
ー
レ
宇
品

す
の
で
、

御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す。

第 870号~

三
種
混
合
予
防
接
種
の

実
施
会
場
を
一
部
変
更

保
健
予
防
課
保
健
係

官
⑫
4
1
0
0
内
線

2
8
9

「
広
報
う
、え
だ
」
八
月
一
日
発
行
第

八
六
八
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
「
三

種
混
合
予
防
接
種
」
の
実
施
会
場
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
一
部
変
更
と
な
り

ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

九
月
二
十
一
日

ω
・
十
月
十
九
日

ω

上
田
市
保
健
セ
ン
タ
ー
(南
庁
舎
二
階
)

を
、
上
田
市
保
健
セ
ン
タ
ー

(
南
庁
舎

三
階
)
に
変
更
し
ま
す
。
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短
詩
型
文
学
祭
の

作
品
を
募
集

中
央
公
民
館
宮
⑫
0
7
6
0

作
品
部
門
・
応
募
方
法

①
短
歌
一
首
、
俳
句
二
句
以
内
、

川
柳

二
句
以
内

官
製
は
が
き
に
よ
り
、
表
に
住
所
、

氏
名
を
、
裏
に
応
募
部
門
を
朱
書
し

作
品
を
か
い
替
で
お
書
き
く
だ
さ
い
。

②
現
代
詩
二
編
以
内
、
童
謡
二
回
殴
内
、

児
童
詩
二
編
以
内

四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
を
使
用
し
、

冒
頭
に
部
門
を
朱
書
し
て
く
だ
さ
い
。

あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
明
る

い
選
挙
へ
の
よ
り
い

③
各
部
門
と
も
小
中
学
生
、
高
校
生
は

学
校
、
学
年
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

命
作
品
は
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

応
募
締
切
日
:
十
月
十
二
日

ω必
着

応
募
先
:
・〒

3
8
6

市
内
材
木
町

一

二

四
七
上
田
市
中
央
公
民
館

短
詩
型
文
学
祭
係

文
学
祭
・
:
十
一
月
十
四
日
間
午
後
一
時

三
十
分
か
ら
上
田
市
中
央
公
民
館
で
、

入
選
発
表
、
表
彰
式
を
行
っ
た
後
、

各
部
門
ご
と
に
選
者
の
先
生
方
を
囲

ん
で
研
究
座
談
会
を
聞
き
ま
す
。

「
も
の
を
大
切
に
す
る

標
語
・
作
文
・
体
験
談
」

を
募
集
し
ま
す

長
野
県
・
県
民
生
活
課

宮

0
2
6
2
⑫
0
1
1
1

内
線

6
7
7

県
で
は
、
も
の
を
大
切
に
す
る
県
民

運
動
の
一
環
と
し
て
、
広
く
県
民
の
皆

き
ん
か
ら
「
も
の
を
大
切
に
す
る
標
語
、

作
文
、
体
験
談
」
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

応
募
規
定
・
:
下
表
の
と
お
り

募
集
期
限
・
:
九
月
三
十
日
附
ま
で
(
当

日
消
印
有
効
)

応
募
先
・
:
〒
3
8
0

長
野
市
大
字
南

長
野
字
幅
下
六
九
二
l
二

長

野

県

生
活
環
境
部
県
民
生
活
課
内
も
の

入
札
保
証
金
:
・
入
札
見
積
額
の
百
分
の

五
の
入
札
保
証
金
を
入
札
前
に
納
入

を
大
切
に
す
る
県
民
運
動
推
進
会
議

事
務
局

入
選
・
:
募
集
の
区
分
ご
と
に
(
標
語

は
小

・
中
学
生
の
部
と
一
般
の
部
、

作
文
は
小
学
生
め
部
と
中
学
生
の
部

に
区
分
)
そ
れ
ぞ
れ
、
最
優
秀
賞
各

一
点
、
優
秀
賞
各
二
点
、
佳
作
各
七

』白川

そ
の
他

:
①
入
選
作
品
は
、
文
集
に
編

集
し
広
く
配
布
す
る
ほ
か
、
省
資
源
・

省

エ
ネ
ル
ギ
ー
啓
発
活
動
に
使
用
し

ま
す
。
②
応
募
作
品
は
返
却
し
ま
せ

ん
。

盆応募三資塁格
標 語 作文 体 験 談

県内に住んでいる個人または 小学生または中学生
県内に住んでいる個人(小・中団体
学生は除< )または団体募集内谷 ものを大切にすることを基本 。ものを大切にすることにつ
書IJ意とアイデアがあ って楽し

とした県民総参加の省資源 ・ いて
〈心豊かな省エネルギ一生活

省エネルギー運動推進にふさ 一一ほ、<(私)は、このように についての実践例わしい襟語
している。

一一 このような工夫をしてみ
(このようにしたい)一一一

た。(このような方法がある)
。資源とエネルギーを大切に

するには
(家庭生活に限らず地域社会

一一 ぽ<(私)は、こう考える。 全体をテー?にしてもよい )
一応募方法 。郵便はがきに標語のほか
。40昨 詰め原稿用紙4枚(1，6∞。400字詰め原稿用幸町枚(2，0∞

住所、氏名(団体名 )、 年齢、 字)以内とすること 。
字)以内とすること 。

職業及び電話番号を明記する 。原稿末尾に学校名、学年及
。原稿末尾に住所、氏名 ((団

こと 。(小・中学生及ひ‘高校生 ぴ氏名 を明記すること 。
体名)、年齢、職業及び電話番

は住所、氏名、 学校名及び学 。作品は 9月16日までに学校
号を明記すること 。(高校生年を明記すること )

に提出し、 学校は提出された
は、住所、氏名、学校名及び

。応募数は 1人(1団体)5点
作品を審査 し、 10点以内を期 学年を明記すること )

以内とし 、1枚のはがきで応
日までに推薦して提出すると

募できること。
ともに、当該学校における応

募総数も報告すること 。

「ものを大切にする標語、作文、体験談J応募規定

と
こ
ろ
・
:
上
回
保
健
所

申
込
方
法
:
・
十
月
二
日

ωま
で
に
市
役

所
保
健
予
防
課

へ
ご
連
絡
く
だ
き
い

9
月
間
日

i
m月
日
日

高
齢
者
雇
用

促
進
強
調
月
間

高
官(齢

⑫ 老者
4人無
1干高来十
1祉職
9セ業

ン紹
タ介
l所
内

昨
年
十
二
月
に
開
設
し
た
高
齢
者
無

料
職
業
紹
介
事
業
、
能
力
活
用
推
進
事

業
で
仕
事
に
就
か
れ
た
高
齢
者
は
、
七

月
ま
で
に
延
四
十
六
名
に
達
し
て
い
ま

す
。

し
か
し
、
職
を
求
め
な
が
ら
働
く

機
会
が
得
ら
れ
な
い
人
も
た
く
さ
ん
あ

り
、
高
齢
化
が
進
む
中
で
こ
の
一卒
業
の

推
進
が
さ
ら
に
重
要
き
を
増
し
て
い
ま

す
。全

国
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
九
月

十
五
日
か
ら
十
月
十
四
日
ま
で
の
一
か
月

間
を
「
高
齢
者
雇
用
促
進
強
調
月
間
」

と
し
、
高
齢
者
向
け
の
仕
事
の
拡
大
な

ど
関
係
者
に
事
業
へ
の
御
協
力
を
お
願

い
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

一方、

国
や
行
政
関
係
方
面
に
は
、
高
齢
附
就
労

者
に
対
す
る
援
護
措
置
の
実
施
や
雇
用

拡
大
な
ど
に
つ
い
て
強
力
に
要
請
す
る

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

こ
の
趣
旨
を
御
理
解
の
う
え
、
皆
さ

ん
の
い
っ
そ
う
の
御
協
力
御
活
用
を
お

願
い
し
ま
す
。



選挙期日の告示(公示)があり、立候補の届出を

済ませますと、いよいよ選挙運動が開始されます。

選挙運動とは①特定の選挙において、②特定の

候補者を当選きせる目的をもって、③直接または

間接に選挙人に対して働きかける行為である、と

言われています。選挙運動は、候補者が選挙人に

対し政見や主義主張を伝え、自分の存在を認識さ

せるために行うものですから、本来自由であるこ

とが望ましいわけです。
しかし、全く無制限に認めますと、候補者だれ

しも当選したいのが人情ですから、その目的のた

めに不正な手段が使われたり、選挙の公正を害す

る恐れがあります。スポーツにルールがあるょっ

に 選挙にも次のような一定のルールを設け明る

く正しい選挙の確保を図っています。

1. 期間の制限
選挙運動のできる期間は、立候補の届出をした

ときから投票日の前日までです。立候補届出前の

選挙運動は事前運動となり、厳禁されています。

2.人の制限
適正な選挙の管理執行上、次のような人や地位

にある人は、在職中選挙運動が禁止きれます。

(1) 選挙事務関係者・一選挙長、投票管理者、開

票管理者(在職中その関係区域において禁止

されます。)
(2) 特定公務員・・・裁判官、検察官、会計検査官、

公安委員会の委員、警察官、収税宮吏及び徴

税の吏員、選挙管理委員会委員及び職員

(3) 一般職に属する国家・地方公務員…国家公

務員法、地方公務員法により、原則として禁

止されています。
(4) 選挙犯罪者・・・選挙権、被選挙権を停止され

ている人
(5) 未成年者・・・満20歳未満の人

(6) 地位利用・一公務員及び教育者は、その地位

を利用して選挙運動をしてはならないことに

なっています。

だ 昭和57年 9月 1日一一一一(14)-

{ 税関てやは、お預かりしている次の通貨、証券な

{どをお返ししています。

( 0終戦後、 外地から引き揚げてこられた方が、上陸

港の税関や海運局に預けられた通貨、証券など

f 0外地の集結地において 、総領事館などに預けら

れた証券などのうち日本に送還されたもの

返還のお申し出は、本人ばかりでなく家族の方で

{も結構です。お心当たりの方は、上陸港を所轄する

{税関または最寄りの税関へお問い合わせください。

{連絡先・-〒455名古屋市港区入船 2-3 -12 
名古屋税関監視部通関部門

~052 (653) 4111 

八/

七三

一終戦当時の引揚者の方々へ一

通貨、証券などを

お返ししています

え
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(
七
月
三
十
一
日
現
在
)

次
の
皆
さ
ん
が
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

謹
ん
で
ご
め
い
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま

す。砥
石
い
つ
じ
さ
ん

(
常
磐
城
一
丁
目
)
西
脇

山

崎

百

さ

ん

中

吉

田

高

寺

美

佐

子

さ

ん

上

青

木

水
野
き
み
さ
ん

戸
時
停
，
h
M
〆

江

戸

ず

l
a
同

H
d
叫
制

選挙運動①
今愈

笠袈
原

貞
久
さ
ん

下
室
賀

成
沢
き
さ
い
さ
ん

(
緑
が
丘
二
丁
目
)
緑
が
丘
北

須

田

つ

る

さ

ん

院

内

和

田

盛

三

さ

ん

下

小

島

佐

々

木

学

き

ん

院

内

上
塩
尻

塚

ノ、

八
六

長
田
秋
子
さ
ん

飯
島
周
三
郎
さ
ん

(
常
入
一
丁
目

重
田
菊
治
さ
ん

曽

根

実

さ

ん

福
島
保
栄
さ
ん

朝
比
奈
政
伊
き
ん

古
平
孝
夫
さ
ん

平
野
ま
っ
さ
ん

(
中
央
五
丁
目
)

丸
山
啓
祐
さ
ん

(
繰
が
丘
一
丁
目
)
緑
が
丘

三

原

田

正

子

さ

ん

分

去

斉

藤

正

さ

ん

(
大
手
二
丁
目
)

太
田
ょ
う
さ
ん

清
水
い
き
さ
ん

七七 五七 六
九九五八 O

一 七七
九 O 二

皿
固
さ
ん

(
中
央
西
二
丁
目
)
下
紺
屋
町

小
宮
山
太
助
さ
ん

(

中

央

四

丁

目

)

柳

町

小

林

亨

さ

ん

(
中
央
六
丁
目
)
上
鍛
冶
町

花
井
祥
子
さ
ん

(
常
国
三
丁
目
)
北
常
国

塩
崎
タ
マ
ノ
さ
ん

(
天
神
四
丁
目
)
南
天
神
町

小
泉
夏
子
さ
ん

(
常
磐
城
四
丁
目
)
生

山
辺
よ
ね
さ
ん

九 七
八 五

常
入
東
)
六
七

野

倉

八

五

野

倉

八

一

中

村

八

三

黒

坪

七

五

上

手

三

九

七
七

八

西
前
山

ノ、

宮
沢
信
吉
き
ん

関
森
虎
治
さ
ん

(天
神
一
丁
目
)
北
天
神
町

小

林

袈

裟

重

さ

ん

上

本

郷

栗

田

い

し

さ

ん

伊

勢

山

山

崎

良

太

さ

ん

下

室
賀

藤
家
イ
ソ
さ
ん

(
天
神
四
丁
目
)
南
天
神
町

中
村
政
一
さ
ん

(
緑
が
丘
一
丁
目
)
緑
が
丘

資

掛

喜

さ

ん

下

温

尻

猪
坂
わ
か
さ
ん

七

八六八六
七 0 0七

上
房
山

七
五

武
井
し
ず
い
さ
ん

(
中
央
三
丁
目
)
馬
場
町

竹

内

燕

さ

ん

朝

日

ヶ

丘十

人
川
辺
町

倉

升
浦

野
神

畑
山

田

岩

下

七九六六七四五七八
一九三九五九四二七

西

山

功

さ

ん

藤
沢
孝
一
き
ん

藤
原
は
な
さ
ん

横
島
ふ
く
み
き
ん

竹
内
サ
ト
シ
さ
ん

金
井
と
く
の
さ
ん

長
谷
川
欽
こ
さ
ん

清
水
も
と
さ
ん

(
中
央
東
)
上
川
原
柳
町

松

井

建

蔵

さ

ん

神

畑

宮

原

夏

海

さ

ん

森

滝
沢
清
三
さ
ん

(
常
国
三
丁
目
)

六八
四五

七 八
00四

七

北
常
悶
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